
2026（令和 8）年度共通教育履修案内広告募集要項 

 

山口大学が発行する「共通教育履修案内」は、当該年度学部・学環の入学者（国際総合

科学部を除く）が主に 1 年次に必ず履修する共通教育科目の手続きや詳細について網羅し

た重要な冊子です。この「共通教育履修案内」には、共通教育の仕組み、履修上の注意

点、定期試験に関することなど、学生生活を送る上で必要不可欠な情報が多岐にわたって

掲載されています。学生は入学直後にこの冊子を受け取り、主に 1 年次に活用しますが、

2 年生以上向けにも共通教育科目が開講されているため、継続的に手にすることとなりま

す。 

 

 つきましては、この「共通教育履修案内」に掲載する広告を次のとおり募集します。 

 

１．広告関係規程 

広告掲載は、「国立大学法人山口大学広告掲載規則」及び「国立大学法人山口大学印刷物

広告掲載要項」に基づき行います。 

 

２．「共通教育履修案内」の規格等 

サイズ等：A4 版 2 つ折り  

規 格：表紙：コート紙 本文：上質紙 

印 刷：4 色製版 両面印刷 

(参考) 

https://ds0n.cc.yamaguchi-u.ac.jp/~k-kyoumu/wp-content/uploads/risyu_1/risyu_1_2025.pdf 

 

３．広告の規格等 

広告枠の大きさ ①A4 版 1/2 面 縦 12cm × 横 18cm 

        ②A4 版 全 面 縦 24cm × 横 18cm 

・冊子の最終ページへ掲載します。 

・広告掲載は、最大 6 頁まで受け付けます。 

・お申込みいただいた中から、全面＞1/2 面の順で先着順で掲載します。 

 

※ 広告掲載イメージ参照 

 

４．「共通教育履修案内」発行予定日 

  令和 8 年 3 月下旬 

 



５．作成予定部数 

  2,500 部 

６．配布先等 

 ・令和 8 年度学部・学環の入学生（国際総合科学部を除く） 

 ・関係する学内教職員に配布 

 

７．広告掲載料の申込価格 

①A４版 1/2 面 縦 12cm × 横 18cm  80,000 円 

②A４版 全 面 縦 24cm × 横 18cm 160,000 円 

 

※消費税及び地方消費税込み 

※広告デザイン等の作成に要する費用は、広告主の負担となります。 

 

８．広告掲載の要件 

「国立大学法人山口大学広告掲載規則」第 3 条第 1 項第 1 号及び第 2 号に該当する業種

又は事業者の広告は掲載できません。 

詳しくは、「国立大学法人山口大学広告掲載規則」を参照してください。 

 

９．申込方法 

「2026（令和 8）年度共通教育履修案内」広告掲載申込書」に必要事項を記入し、必要書

類を添付した上で、下記の応募先へメールにて送付してください。 

なお、応募時点においては、提出していただく広告原稿は案の段階でも構いませんが、広

告内容については山口大学が十分に審査できるよう、できるだけ実際に掲載を希望する原

稿に近いものを提出してください。 

応募があった場合は、この募集要項の内容を了承し、これらを遵守することに同意したも

のとみなします。 

 

10．募集期間 

2025（令和 7）年度 令和 7 年 10 月 28 日（火）～令和 7 年 12 月 26 日（金） 

 

11．広告主の決定方法 

(1) 山口大学の定めた基準（前記 8 広告掲載の要件）により、広報誌への広告の掲載が適

当であると認めたもののうち、原則、広告掲載申込書の申込順に広告主を決定します。 

(2) 広告主を決定したときは、申込者に掲載又は不掲載の旨を文書により通知します。 

 

12．広告原稿の提出期限等 



広告主に決定された場合は、前記 11(2)の通知後 10 日以内に、紙媒体及び電子データ 

の広告原稿（イラストレータ形式、JPEG 等の汎用性の高いデータ形式及び印刷の原版）

を山口大学へ郵送又は持参してください。 

なお、提出していただいた広告原稿が掲載にふさわしくない場合は、内容の変更をお願す

ることがあります。 

原則、掲載広告は契約期間、同一のものとします。 

 

13．広告掲載の納付 

山口大学が指定する期日までに、山口大学が発行する納入通知書により一括して前納し

てください。 

 

14．広告主の責に帰すべき事由により広告が掲載されない場合の広告掲載料及び損害賠償

について 

契約締結後は、広告主の責に帰すべき事由により広告が掲載されない場合であっても、広

告主は広告掲載料の減額請求等の一切の請求を行うことができません。 

また、リーフレットの再印刷の必要を生じさせるなど山口大学に損害を及ぼした場合は、

その損害額を賠償していただきますのでご了承ください。 

 

15．お問い合わせ・お申し込み 

国立大学法人山口大学学生支援部教育支援課教務係 

〒753-8511 山口県山口市吉田 1677-１ 

TEL:083-933-5050 
FAX:083-933-5225 
メールアドレス:ga133@yamaguchi-u.ac.jp  

 


